
■お取り扱い（募集代理店によって異なります）

の特徴
「がん(上皮内がんを含む)」「６大疾病」をまとまった一時金で保障！（最高500万円）
一時金は１年に１回、回数無制限でお受け取り可能！
がんに対する保障は、２回目以降も「診断確定」という早い段階で一時金がお受け取り可能！
「がん(上皮内がんを含む)」「６大疾病」で所定の状態になると、以後の保険料は払込免除！

主
契
約

特
約

※７大疾病保険料払込免除特則適用の場合

＊他の保険契約の加入状況等によって、異なるお取り扱いとなる場合があります。

一生
涯
保
障

特定疾病一時金保険（無解約返戻金型）

商品のしくみ

７大疾病初回一時金特約 ◇７大疾病初回一時金

がん治療特約(2022) ◇がん治療給付金

先進医療・患者申出療養特約 ◇先進医療・患者申出療養給付金　◇先進医療・患者申出療養見舞金

「商品（主契約）の概要」
主な保障内容
保険期間

解約返戻金

配当金

特定疾病一時金保険（無解約返戻金型） ７大疾病初回一時金特約 がん治療特約(2022)

取扱金額*

契約年齢
保険期間
保険料払込期間
保険料払込方法
最低保険料

保険料払込期間：60・65・70・75・80歳払込満了／終身払／10年払込満了

「がん」「６大疾病」による所定の状態・入院・手術に対して、一時金による保障をご準備いただける商品です。
終身

30万円～（10万円単位）
特定疾病一時金基準金額、7大疾病初回一時金額を合計して
0歳～59歳…500万円まで　60歳～80歳…300万円まで
0歳～80歳
終身
60・65・70・75・80歳払込満了（最低払込期間5年）／終身払／10年払込満了（保険契約者が法人に限ります）
口座振替扱（月払・年払）、クレジットカード扱（月払・年払）
特定疾病一時金基準金額が50万円未満の場合、月払 ： 800円（付加特約の保険料を含みます）

20万円～（10万円単位）
５万円～20万円（５万円単位）

ありません。

この商品には解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間満了後の保険期間中で、保険料払込期間満了
日までの保険料が払い込まれている場合、特定疾病一時金基準金額の10％の解約返戻金があります。

◇がんによる特定疾病一時金（特定疾病一時金基準金額×100％）
◇６大疾病による特定疾病一時金（特定疾病一時金基準金額×100％・50％・25％）
７大疾病保険料払込免除特則「適用」または ７大疾病保険料払込免除特則「非適用」
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■ご留意事項

支払事由/保険料の払込免除事由

が ん

６
大
疾
病

急性心筋梗塞
拡張型心筋症

脳卒中
脳動脈瘤

慢性腎不全

肝硬変

糖尿病

高血圧性疾患

● 特定疾病一時金、７大疾病初回一時金は、下記の支払事由に該当した場合に、お支払いします。
また、７大疾病保険料払込免除特則を適用したご契約については、下記の保険料の払込免除事由に該当した場合に、
以後の保険料のお払込みが免除となります。

・がん（上皮内がんを含む)と診断確定されたとき

・急性心筋梗塞・拡張型心筋症で1日以上の入院をしたとき
・急性心筋梗塞・拡張型心筋症の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

・脳卒中で1日以上の入院をしたとき 
・脳卒中の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
・脳動脈瘤が破裂したとき  
・脳動脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

・慢性腎不全により永続的な人工透析療法を開始したとき
・慢性腎不全の治療を直接の目的として腎移植手術を受けたとき

・高血圧性疾患による（解離性）大動脈瘤が破裂したとき
・高血圧性疾患による（解離性）大動脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき

・肝硬変による食道・胃静脈瘤が破裂したとき
・肝硬変による食道・胃静脈瘤の治療を直接の目的として所定の手術を受けたとき
・肝硬変の治療を直接の目的として肝移植手術を受けたとき

・糖尿病による糖尿病性網膜症の治療を直接の目的として所定の手術を初めて受けたとき
・糖尿病による糖尿病性壊疽の治療を直接の目的として1手指以上または1足指以上について所定の
切断術を受けたとき

● がん（上皮内がんを含む）を原因とする保障の責任開始期は、主契約の保険期間開始日からその日を含めて91日目となります。
● がん（上皮内がんを含む）による特定疾病一時金、６大疾病による特定疾病一時金それぞれについて、特定疾病一時金が支
払われた「最終の支払事由該当日の１年後の応当日」以後、特定疾病一時金の支払事由に該当したとき、特定疾病一時金を
お支払いします。

●７大疾病初回一時金特約の７大疾病初回一時金の支払いは１回限りです。

引受保険会社募集代理店

〈ご高齢のお客様専用ダイヤル〉
コミュニケーターに直接つながり、ゆっくり丁寧に応対します。

受付時間 ： 月曜日～金曜日  9:00～17:00
土曜日　9:00～12:00、13:00～17:00

(ただし、祝日、年末年始を除く）

（通話料無料）

本社／〒160-8516  東京都新宿区四谷1-６-１
ホームページアドレス／https://www.nanairolife.co.jp/

0120-08-7716

（通話料無料）0120-38-7716
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この資料は、保険商品の概要を説明した「商品概要書」です。一時金等のお支払いには所定の要件があります。
保険商品の詳細は、「商品パンフレット」「契約概要/注意喚起情報」「ご契約のしおりー約款」をご確認ください。


